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館山市高齢者保健福祉計画（平成30～32年度） 
【第８期高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画】 

 

１ 計画の概要 

本市の高齢化は、国や千葉県と比較して進んでおり、平成 27年の国勢調査における高齢化率

は 36.9%となっています。こうした状況の中、本市がこれまで取組んできた「地域包括ケアシ

ステム」をさらに深化・推進していくことを目的に、平成 30年度から平成 32年度までの３年

間を計画期間として本計画を策定します。 

本計画は、老人福祉法及び介護保険法に基づく市町村計画として策定するとともに、本市の総

合計画やその他の福祉関連計画と調和・連携を図りながら、国・県の政策動向とも整合をとりな

がら策定します。 

計画の期間 

 

H 30 H 31 H 32 H 33 H 34 H 35 H 36 H 37 H 38 

         

         

  見直し       

 

２ 介護保険法等の一部改正の概要 

平成 29年の主な制度改正の主な項目は、次の通りです。 

地域包括ケアシステムの深化・推進に関すること 

 高齢者の自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化の推進 

医療・介護の連携の推進等 

地域共生社会の実現に向けた取組みの推進 

介護保険制度の持続可能性の確保 

 現役世代並みの所得のある者の利用者負担の見直し 

介護納付金における総額報酬の導入 

本計画期間 

第４次総合計画 
（平成 28～37年度） 

すべての団塊の世代が 

７５歳に 
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17,968 18,072 18,098 18,068 18,003 17,821 17,716 17,549 17,398

47,467 46,937 46,388 45,804 45,221 44,627 44,000 43,366 42,737

37.9% 38.5% 39.0% 39.4% 39.8% 39.9% 40.3% 40.5% 40.7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0

20,000

40,000

60,000

80,000

平成29年 平成30年 平成31年 平成32年 平成33年 平成34年 平成35年 平成36年 平成37年

年少人口（14歳以下） 生産年齢人口（15歳～64歳） 高齢者人口（65歳以上） 高齢化率

557 574 604 592 602 606 598 

311 364 376 334 337 340 341 

991 1,018 1,033 1,036 1,052 1,063 1,056 

489 484 465 515 525 529 535 

383 362 369 351 358 363 364 
310 307 316 332 337 342 345 
281 307 291 318 320 326 328 

3,322 3,416 3,454 3,478 3,531 3,569 3,567 

18.8 19.1 19.2 19.2 

19.5 
19.8 

20.5 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成37年度

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 認定率

３ 高齢者・介護保険を取り巻く現状と今後 

①人口・高齢化率 

本市の今後の人口については、年少人口と生産年齢人口の減少は継続します。高齢者人口に

ついても平成 31 年以降、減少傾向に転じ、高齢化率の増加が継続することが予想されます。

国においては平成 37年（2025年）に高齢者人口が減少に転じることが予想されていますが、

本市においてはそれよりも早く減少へ転じることになります。 

人口３区分の今後の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※推計は、平成 25 年～平成 29 年の５か年分の実績をもとにコーホート要因法により算出。 

 

②要介護認定者数・認定率 

本市の今後の要介護認定者数は、今後も増加が予想されます。平成 37年（2025年）には、

認定者数は平成 32 年度の水準から大きな増加はないものと見込みますが、高齢者人口の減少

により認定率は 20％を超えていると見込みます。 

要介護認定者数・認定率の今後の推移（各年度末時点） 

 

 

 

  

（人） 

（人） 

（出典）実績値：介護保険事業計画（年報） 
     推計値：市による推計 
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③介護保険費用額 

本市の介護保険費用額は、認定者数の増加にともない一貫して増加傾向にあり、第１号被保

険者１人あたり費用額も増加しています。 

介護保険費用額の推移 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市の介護保険費用額は、県の水準よりも高く、国と近い水準で推移しています。平成 27

年度は国の水準よりも高く、23,493円になっています。 

第１号被保険者１人あたり介護保険費用額の推移 

 

 

 

  

（千円） （円） 

資料：介護保険事業状況報告（年報） 

（円） 

資料：介護保険事業状況報告（年報） 
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４ 館山市地域包括ケアシステム構築に向けて 

①地域包括ケアシステム構築の方向性 

本市はこれまで、下図の地域包括ケアシステムのイメージのもとで取り組みを進めており、

本計画においても、同様の方向性にて取り組んでいくものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし、次に挙げる本市固有の状況により、前計画の基本理念の変更や、新たに施策推進の

テーマ設定を行います。 

 

②本市が考慮すべき社会・政策動向 

・高齢者人口の動向 

本市の人口動向はわが国全体のものとは異なり、平成 31 年から減少に転じることが予想

されます。また一方で、後期高齢者人口は今後も増加が継続します。こうしたことから、特

に施設サービスや居住系サービスの拡充は、慎重に判断する必要があります。 

・地域共生社会の要請 

限られた地域資源による地域福祉を推進していくためには、高齢者だけでなく障害者や子

どもなどの社会的に支援を要する人すべてを地域包括ケアの対象とし（地域包括ケアの理念

の普遍化）、福祉分野の横断連携的な包括支援体制の構築が求められています。 
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③基本理念と重点テーマ 

前述の社会・政策動向を踏まえ、本計画の基本理念は以下のように定めます。 

  

 

 

 

 

 

また、今回の計画期間においては、これまで市、事業主体、地域がそれぞれに進めてきた取り

組みを連携させ、切れ目ない包括的な支援につなげていくため、すべての施策において連携体制

（ネットワーク）づくりを念頭に置き、施策・事業を推進するものとします。 

 

 

 

 

 

 

④指標の設定 

本計画では、各施策に指標設定を行い、進捗管理を行います。 

指標名 現状（平成 29年度） 目標（平成 32年度） 

通いの場の数 186 カ所 246 カ所 

高齢者見守りネット協定数 72協定 89協定 

地域での福祉活動に参加している方の割合 

（一般高齢者調査） 
8.0％ 20.0％ 

要介護２以上の新規申請者の平均年齢 81.1歳 81.1歳以上 

介護相談員数 ６人 ８人 

医療機関・特定健診いずれも未受診の後期高齢

者の割合 
47.1％（平成 28年度） 逓減 

認知症サポーターの人数 4,505人 6,000人以上 

今後、介護が必要になっても、現在の住まいで 

介護を受けたい方の割合（一般高齢者調査） 
45.6％ 50.0％ 

地域ケア推進会議（仮称）の実施 ー 毎年 1回以上 

 

  

基 本 理 念 

地域の中で、人権を守り、支え合いながら暮らせる長寿健康のまち・館山 

重 点 テ ー マ 

個々の取り組みをつなげるネットワークづくり 
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⑤施策体系 

本計画の施策の体系は、前計画を踏襲しつつ、「高齢者保健福祉施策」「介護保険事業」「推

進体制」に分類し、以下の体系のもとで施策を推進します。 

基本理念 地域の中で、人権を守り、支え合いながら暮らせる長寿健康のまち・館山 

重点テーマ 個々の取り組みをつなげるネットワークづくり 

 高齢者保健福祉施策 

  生活支援・福祉

サービス 

社会参画・生きが

い活動の促進 

１ 就労の促進 ① 多様な就労の促進 

 ２  生きがいづくり

の促進 

① 生涯学習環境の充実 

 ② ふるさと学習の推進 

 ③ 生涯スポーツ・レクリエーション活動の
推進 

 ④ 老人クラブ活動の活性化 

 ⑤ 世代間交流・地域間交流の促進 

 ⑥ 高齢者の活動拠点 

  生活支援の充実 １ 地域で高齢者

を支える体制づ

くり 

① 各種サービスの周知と利用促進 

  ② 地域ボランティアとの協働 

  ③ 高齢者見守り支援事業 

  ④ 支え合う地域づくりの推進 

 ２ 在宅福祉サー

ビス 

① 家庭での生活援助サービス 

  ② 生活支援ショートステイ 

  ③ 配食サービス 

  ④ 福祉カー貸出 

  ⑤ 日常生活用具の給付・貸出 

  ⑥ 家族介護支援事業 

  権利擁護 ① 権利擁護の推進 

  ② 成年後見センターの設立及び市民後
見人養成の検討 

  ③ 高齢者虐待の未然防止・早期発見の
対応強化 

  健康づくり・介護

予防 

 

疾病予防・健康

づくりの推進 

１ 疾病予防の推

進 

① 健康診査・がん検診など 

 ② 保健指導 

 ２ 健康づくりの推

進 

① 保健推進員活動 

 ② 生活習慣病予防教育活動 

  介護予防の推進 １  介護予防・生

活支援サービス

事業 

① 訪問型サービス 

 ② 通所型サービス 

 ③ その他の生活支援サービス 

 ④介護予防ケアマネジメント 
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 ２ 一般介護予防

事業 

① 介護予防把握事業 

 ② 介護予防普及啓発事業 

 ③ 地域介護予防活動支援事業 

 ④ 一般介護予防事業評価事業 

 ⑤ 地域リハビリテーション活動支援事業 

  医療・認知症対

策 

医療との連携 １ 医療・介護との

連携強化 

① 医療・保健・福祉の連携強化 

 ② 在宅医療・介護連携推進事業 

  認知症高齢者対

策の強化 

１ 認知症予防の

推進 

① 地域予防活動の推進 

 ２  認知症高齢

者・介護家族の

支援強化 

① 認知症高齢者の安全ネットワークづくり 

 ② 介護環境の整備 

 ③ 専門的な相談の活用促進 

 ④ 介護家族への支援 

  住まい・居住環境 多様な高齢者の

住まいの充実 

１ 住環境の整備 ① 住宅改造費の助成 

 ２ 施設福祉サー

ビス 

① 養護老人ホーム 

 ② 有料老人ホーム 

 ③ サービス付き高齢者向け住宅 

  すべての人にやさ

しいまちづくりの推

進 

１ 福祉のこころの

育成 

① 学校などでの福祉教育の充実 

 ② 地域での福祉教育の充実 

 ２ 人にやさしい環

境の整備 

① 高齢者の移動手段の確保 

 ② 防災体制の整備 

 ③ 防犯・交通安全の推進 

 ④ 安心して暮らせる消費生活の促進 

 介護保険事業 

  介護サービス 介護保険制度の

持続的な運営に

向けて 

１ サービスの質の

確保・向上 

① 情報提供・相談・苦情処理体制の強化 

 ② 介護福祉人材の確保とネットワーク化 

 ２ 介護給付費な

どに要する費用

の適正化 

① 適切な要介護（要支援）認定の実施 

 ② 給付の適正化 

 推進体制 

  地域包括ケア推

進体制 

地域包括ケア推

進体制の強化 

１ 地域包括支援センターの運営 

２ 地域ケア会議の充実 

３ 相談・調整の体制づくり 

４ 苦情対応体制づくり 

  計画の進捗管理・評価体制 
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５ 介護保険サービス 

①介護保険サービスの整備方針 

本計画期間中は認定者数は微増するものとみられるほかに、地域の現状やさまざまな国の政

策動向をふまえ、一定の施設サービス及び地域密着型の在宅支援サービスの整備が必要と考え

られます。 

本計画の主要なサービス整備は、以下のように定めます。 

 

■サービス整備の方針 

サービス名 新設整備数 （定員数） 

介護老人福祉施設 110 （２施設を想定） 

看護小規模多機能型居宅介護 29 

 

 

②介護保険費用の見込み 

現状の利用状況や人口の今後の推移、国の政策動向を踏まえ、介護保険費用の合計は平成 30

年度から平成 32年度の３年間で約 172億円となる見込みです。 

標準保険費用見込み額        （単位：千円） 

 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 平成 37年度 

 施設サービス費用（千円） 1,871,281  2,017,608  2,022,955  2,132,181  

居住系サービス費用（千円） 582,031  591,895  591,895  592,034  

在宅サービス費用（千円） 2,465,206  2,508,536  2,550,279  2,571,719  

その他の費用（千円） 354,109 370,908 389,531 407,077 

 政策影響額※（千円） ▲584 60,384 123,509 125,036 

標準給付費計（千円） 5,272,043  5,549,331  5,678,169  5,828,047  

 地域支援事業費（千円） 233,656  238,145  241,875  248,258  

介護保険費用計（千円） 5,505,699 5,787,476 5,920,044 6,076,305 

※主に以下の政策の影響を試算したもの。 

 ①一定以上所得者の利用者負担の見直し ②消費税引上げによる給付費増加 ③新たな処遇改善の導入 
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③介護保険料の設定 

総給付費は第６期計画期間の実績より増加することが見込まれますが、準備基金等を活用し、

被保険者の負担を抑えることとします。 

平成 30 年度から平成 32 年度までの本市の第１号被保険者の介護保険料の基準額（月額）

は、次の通り、第６期計画期間と同水準に設定します。 

 

第１号被保険者の介護保険料の基準額（月額） 5,680円 

 

第１号被保険者の介護保険料 

所得段階 対象者 
標準 

割合 

保険料（円） 

年額 月額 

第１段階 

生活保護受給者及び老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税

非課税の方 

世帯全員が市民税非課税で本人の前年の合計所得金額と課税

年金収入額の合計が 80万円以下の方 

0.50  34,080 2,840 

第２段階 
世帯全員が市民税非課税で本人の前年の合計所得金額と課税

年金収入額の合計が 80万円を超え 120万円以下の方 
0.75  51,120 4,260 

第３段階 
世帯全員が市民税非課税で本人の前年の合計所得金額と課税

年金収入額の合計が 120万円を超える方 
0.75  51,120 4,260 

第４段階 
本人は市民税非課税で、かつ、前年の合計所得金額と課税年金

収入額が 80万円以下の方で、世帯員に市民税課税者がいる方 
0.90  61,320 5,110 

第５段階 

(基準額) 

本人は市民税非課税で、かつ、前年の合計所得金額と課税年金

収入額が 80万円を超える方で、世帯員に市民税課税者がいる方 
1.00  68,160 5,680 

第６段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が 120万円未満の方 1.20  81,720 6,810 

第７段階 
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が 120 万円以上 200

万円未満の方 
1.30  88,560 7,380 

第８段階 
本人が市民税課税で前年の合計所得金額が 200 万円以上 300

万円未満の方 
1.50  102,240 8,520 

第９段階 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が 300万円以上の方 1.70  115,800 9,650 

  （注）合計所得金額について 

   ・ 第１段階から第５段階については、年金収入に係る所得を控除した額。 

   ・ 土地売却等に係る特別控除がある場合は、合計所得金額から長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額を控

除した額。 
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検討部会，市・包括合同会議 

地域ケア会議 

（個別ケース検討） 

地域包括支援センター 

 

 

地域づくり・資源開発の検討 

地域ケア会議 

（個別ケース検討） 

地域包括支援センター 

 

 

地域ケア会議 

（個別ケース検討） 

地域包括支援センター 

 

 

政策形成 

社会基盤整備・介護保険事業計画などの行政計画への位置づけなど 

圏域ごとの地域ケア会議 

圏域ごとの地域ケア会議 

圏域ごとの地域ケア会議 

地域課題の発見・把握 

連絡調整 

市全体の地域ケア推進会議 

介護支援専門員 

医療機関・薬局 

訪問看護ステーション 

民間企業など 

介護サービス施設・事業者 社会福祉協議会 

ボランティア 

住民組織 

保健推進員 

民生委員 

保健所・保健センター 

中核地域生活支援センター 

在宅医療連携拠点 

消防署 

シルバー人材センター 

館山市高齢者支援連絡会 
（サポネット） 

警察署 

ＮＰＯ 

館山市地域包括ケアシステムの実現へ 

― 館山市地域包括ケアシステム推進会議 ― 

在宅医療・介護連携会議、いきいき支え愛ネットワーク 

６ 地域包括ケア推進体制 

本計画の重点テーマである「個々の取り組みをつなげるネットワークづくり」のためには、地

域課題の把握、情報共有、課題解決に向けた協議等を、他職種で取り組むことが重要です。その

ためには地域ケア会議を体系化し、効果的に行うことが重要です。 

個別のケースに関する協議や、地域課題についての認識の共有を行う地域ケア会議を、今後全

地区に拡大していくとともに、そうした課題を政策にフィードバックする「地域ケア推進会議」

を確立します。 

また、「地域ケア推進会議」だけでなく、地域課題を検討する協議については、市が同席する

ことで、政策形成へつなぐべき地域課題の把握を迅速なものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

館山市高齢者保健福祉計画【平成 30～32 年度】 

概要版 

 

発行：館山市健康福祉部 

〒294-8601 千葉県館山市北条 1145-1 

電話：0470-22-3174／FAX：0470-23-3115 

館山市地域ケア会議実現のイメージ 


